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（１）国際連盟が（限定された）全会一致制を採っていたことは既に見た。国際連合で

は、総会（憲章 18 条）も安保理（憲章 27 条）も多数決制を採っている。安保理に特徴

的なのは、常任理事国の拒否権（同条 3 項）である。拒否権はなぜ認められ 1、なぜ現

在まで継続している 2のだろうか。 
 2012 年 3 月に、コスタリカ・ヨルダン・リヒテンシュタイン・シンガポール・スイス

の自称 Small Five は、“Improving the working methods of the Security Council”と題する国

連総会決議案を提出した(U.N. Doc. A/66/L.42)。決議案は、総会が安保理に対しいくつか

のことを勧告する、という内容である。その勧告(Annex)の 20 項は、“Refraining from using 
a veto to block Council action aimed at preventing or ending genocide, war crimes and crimes 
against humanity”とする。その後、この決議案は提案国により取り下げられている（否決

されるよりは取り下げる方がましとの判断か？）。常任理事国の中でもフランスはこの

趣旨に賛成しており、2015 年 9 月 29 日の国連総会において、このような場合にフラン

スは拒否権を行使しないことをフランス大統領が宣言している。このような拒否権の制

限は望ましいか？ 
 
（２）これまでの例を見て判るように、国際機構の意思決定方法（表決方法）に単一の

規則・モデルはなく、当該機構や機関の目的・性質に応じて、どのような方法が採用さ

れるかが政策的に決定され、当該国際機構の設立文書に定められる。 
 以下の国際機構（機関）の表決方法を調べ、なぜそのような方法が採用されているか、

考えてくること。 
 国連 

 国際司法裁判所規程 10 条 “an absolute majority” 
 国連憲章 18条 2項 “two-thirds majority of the members present and voting” 
 国連憲章 108 条 “two-thirds of the members” 
 国連憲章 27 条 3 項 “nine members” 

 国際通貨基金 総務会(Board of Governors)・理事会(Executive Board) 
 IMF 協定 3 条 2 節(c) “eighty-five percent” 
 同 12 条 2 節(d) “two-thirds” 

 
1 国連憲章起草時の経緯につき、内田久司「『拒否権』の起源」東京都立大学法学会雑誌 5 巻 1
号（1964 年）103 頁、東泰介「国連安全保障理事会の拒否権制度の再検討（一）」国際法外交雑

誌 79 巻 4 号（1980 年）29 頁、瀬岡直『国際連合における拒否権の意義と限界』（信山社、2012
年）第 1 章。 

2 拒否権運用の実態につき、内田久司「初期の国連総会における『拒否権』論議」東京都立大

学法学会雑誌 14 巻 2 号（1974 年）107 頁、東泰介「国際連合安全保障理事会における拒否権行

使の実態(1)～(4・完)」帝塚山大学論集 21 号（1978 年）103 頁、27 号（1980 年）28 頁、32 号

（1981 年）52 頁、33 号（1982 年）58 頁、瀬岡・前掲注 1・第 2 章以下。 
 なお、既に議論したように、憲章 27 条 3 項は常任理事国が棄権した場合の決議採択を妨げる

ものでないと解釈されている。 

https://www.un.org/en/sections/un-charter/un-charter-full-text/
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/a%2066%20l42%20rev2.pdf
http://www.hamamoto.law.kyoto-u.ac.jp/news2015.html#150929
https://www.icj-cij.org/en/statute
https://www.imf.org/external/japanese/orgchartj.htm
http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.aspx
http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.aspx
http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/eds.aspx
http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/eds.aspx
https://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/index.htm
https://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/index.htm
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 同 12 条 5 節(c) “a majority” 
 世界銀行 

 総務会(Board of Governors) 票数 (“Country”) 
 理事会(Boards of Directors) 構成 票数 (“Constituency”) 

 アフリカ開発銀行 総務会(Board of Governors)・理事会(Board of Directors) 
 国際コーヒー機構 理事会（国際コーヒー協定 12 条） 
 国際労働機関 ILO 憲章 3 条 1 項、4 条 1 項、17 条 2 項 
 欧州連合 （外務省 EU 概況） 

 議会  議席配分（地図の各国をクリックしてみる） 
 理事会  表決制度 特に qualified majority とその計算ソフト 

 
（３）国際農業開発基金(IFAD)は、それまでの表決制度を変更することを 1995 年に決

定し、1997 年に新制度が発効した。新制度は、IFAD 設立協定 6 条 3 項に規定されてお

り、その規則を適用した結果はこちらにまとめられている（あまりに複雑な制度なので、

とりあえず結果だけ見ておけばよい）。それまでの制度は、以下の通り（IFAD 設立協定

（原協定。1976 年）6 条 3 項）。 

 

この Category I は先進国、Category II は産油国、Category III は途上国である。当時、社

会主義諸国は参加していなかった 3。なぜ、現在のように変更されたのだろうか。また、

なぜ 1995 年に変更されたのだろうか。 
 
（４）コンセンサスによる決定は、国連において 1961 年になされた例があるが、本格

的に用いられるようになったのは第 19 回国連総会（1964 年）からである。既に講義で

扱った 1962 年の国連経費勧告的意見が出された後も、ソ連とフランスとは意見に従わ

ず（意見に法的拘束力はないので、意見に従わないこと自体は違法ではない）、総会に

より割り当てられた国連分担金の支払いを拒否し続けた。そうすると、国連憲章 19 条

に従い、ソ連とフランスの投票権を停止しなければならなくなる。しかし、それはソ連

とフランスとの脱退を招き、連盟の失敗の再現となりかねない。とはいえ、ソ連とフラ

 
3 旧制度の詳細につき、位田隆一「国連農業開発基金」岡山大学法学会雑誌 32 巻 3・4 号

（1983 年）655 頁。 

https://www.worldbank.org/ja/about/leadership
http://www.worldbank.org/en/about/leadership/governors
http://www.worldbank.org/en/about/leadership/governors
http://www.worldbank.org/en/about/leadership/votingpowers
http://www.worldbank.org/en/about/leadership/directors
http://www.worldbank.org/en/about/leadership/directors
http://pubdocs.worldbank.org/en/241041541103873167/BankExecutiveDirectors.pdf
http://www.worldbank.org/en/about/leadership/votingpowers
http://www.afdb-org.jp/
http://www.afdb.org/en/documents/board-documents/board-of-directors-documents/afdb-voting-powers/
http://www.afdb.org/en/documents/board-documents/board-of-directors-documents/afdb-voting-powers/
http://www.ico.org/
http://dev.ico.org/documents/ica2007e.pdf
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/who-we-are/tripartite-constituents/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2453907:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2453907:NO
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm
https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/eu/data.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/eu/data.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/home
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/voting-system/
http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/voting-system/qualified-majority/
http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/voting-system/voting-calculator/
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/bunya/agriculture/pdf/IFAD.pdf
http://www.ifad.org/
https://www.ifad.org/documents/38711624/39421015/agree_e.pdf/b06d3b8f-6fb5-4db1-8054-b1ef21d746a5
https://www.ifad.org/documents/38711624/39421015/agree_e.pdf/b06d3b8f-6fb5-4db1-8054-b1ef21d746a5
https://www.ifad.org/documents/38711624/40240493/Votes+by+Member+States+as+3+May+2018.pdf/85a59a85-696d-4876-87c5-5300177ad357


京都大学法学部 2021 年度後期 国際機構法（濵本） 
第 2 部 4. 意思決定手法 
 

3 
 

ンスだからといって国連憲章の明文規定に反する行動をとるのも、それはそれで国連の

自滅を招きかねない。このジレンマを克服する対応策として考案されたのが、コンセン

サスである 4。 
 コンセンサスによる意思決定は案外うまくいったので、最近は、表決について詳細な

規則が定められている機構（機関）においても、コンセンサスで決定を行うのが実際の

ところは通常といって良い。たとえば、国連総会の場合、憲章 18 条に多数決制が明示

されているが、1971 年の総会決議 2837 (XXVI)で承認(approve)された「総会の手続およ

び組織の合理化に関する特別委員会」の報告書(A/8426)は、以下のように述べる。 

 
実際、総会では“without a vote”で採択される決議が実に多い（73 回会期で採択された決

議一覧。左から 4 つめのコラムに表決記録がある）。また、総会の補助機関では、たと

えば国連国際商取引法委員会(UNCITRAL)のように、手続規則(A/CN.9/697)でコンセン

サスを原則と定める（2 項）例が多い。他の国際機構でも、世界貿易機関(WTO)のよう

に、コンセンサスによる決定を原則として明文上定める例もある（WTO 設立協定 9 条

1 項）。では、コンセンサス制の導入は裏口からの全会一致制の導入といって良いだろ

うか。コンセンサス制と全会一致制との異同は？ 近年の WTO の「機能不全」はその

コンセンサス制に一因があるとの批判も強い。何が問題なのだろうか。 
 以下の文書は、「国連の実行におけるコンセンサスの意味」について世界保健機関

(WHO)の法律顧問からなされた照会に対し、国連法務部が回答したものである(United 
Nations Juridical Yearbook, 1987, pp. 174-175.)。これを読んで、考えてみよう。 
 また、実際にはコンセンサスで決定を行うのが通常となっている（参照、国連総会ペ

ージ下の方の “The search for consensus”）のはなぜかについても考えてきていただきた

い。 
 

 
4 ソ連・フランスの不払いの顛末については、田所昌幸『国連財政』（有斐閣、1996 年）第 1
章 3。 

https://digitallibrary.un.org/record/593322/files/A_8426-EN.pdf
https://research.un.org/en/docs/ga/quick/regular/73
https://research.un.org/en/docs/ga/quick/regular/73
https://research.un.org/en/docs/ga/quick/regular/73
http://www.uncitral.org/uncitral/en/index.html
http://www.uncitral.org/uncitral/en/index.html
http://undocs.org/a/cn.9/697
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/page2_000003.html
http://www.wto.org/
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/04-wto_e.htm
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/04-wto_e.htm
http://www.rieti.go.jp/jp/special/special_report/085.html
http://www.rieti.go.jp/jp/special/special_report/085.html
https://legal.un.org/unjuridicalyearbook/
https://legal.un.org/unjuridicalyearbook/
https://www.un.org/en/ga/about/background.shtml
https://www.un.org/en/ga/about/background.shtml
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